
当該教育組織内の教育等に関する実施体制 

 

情報融合学環 

委員会等名 委員会等の構成員 委員会等の主な審議内容 

情報融合学環 

教授会 

１.議長（情報融合学環長） 

２．大学院人文社会科学研究部の法学系の

専任の教授、准教授、講師及び助教 

３．大学院先端科学研究部の工学系の専任

の教授、准教授、講師及び助教 

４．大学院生命科学研究部の医学系の専任

の教授、准教授、講師及び助教 

５．半導体・デジタル研究教育機構の専任

の教授、准教授、講師及び助教 

６．その他教授会が必要と認めた者 

１.学生の除籍及び懲戒に関する事項 

２.その他学環の教育研究に関する重要

事項 

代議員会 １．議長（学環長） 

２．副学環長 

３．その他学環長が必要と認めた者 

１.情報融合学環規則その他重要な規則

の制定改廃に関する事項 

２.教育プログラム及びコースの設置改

廃に関する事項 

３.入学試験に関する事項 

４.学生の厚生補導に関する事項 

５.予算に関する事項 

６.中期計画、年度計画等将来構想に関

する事項 

７.学環運営に関する企画・立案に関す

る事項 

８.その他教授会又は学環長から付託が

あった事項 

教務委員会 １．委員長（教授） 

２．委員（専属教員または連携専任教員） 

 

１．教育課程の編成及び授業に関するこ

と 

２.学生の修学指導に関すること 

３.学生の身分異動に関すること 

４.その他、教務に関する事項 

学生委員会 １．委員長（教授） 

２．委員（専属教員または連携専任教員） 

 

１.学生相談に関すること 

２.学生会の活動，支援に関すること 

３.その他学生支援に関すること 



入試委員会 １．委員長（教授） 

２．委員（専属教員または連携専任教員） 

１．一般選抜および特別選抜の実施に関

すること 

２．情報融合学環説明会及びオープンキ

ャンパスに関すること 

３．高校訪問の実施に関すること 

４．その他入試に関すること 

 


